
（府省名：農林水産省）

1 アグリナレッジシステム賃貸借

支出負担行為担
当官　農林水産
技術会議事務局
筑波産学連携支
援センター長　島
津久樹

茨城県つくば市
観音台2-1-9

平成27年10月20日
三菱スペース・ソ
フトウエア株式会
社

茨城県つくば市
竹園1-6-1

予決令第
102条の4
第4号ﾛ（有
利随意契
約）

- 1,597,752 - -
現行の機器等を再リースして利用することが経済的かつ効
率的であるため

平成28年度 -

2
船上山国有林外森林整備事業（保護）
(立木くん蒸（カシナガ）434.64m3)

分任支出負担行
為担当官
鳥取森林管理署
長
竹内　芳仁

鳥取県鳥取市東
町2-325

平成27年10月22日
大和森林 株式
会社

島根県松江市東
朝日町87-6

会計法第
29条の3第
4項（緊急
随意契約）

4,395,600 2,883,600 65.6% -

鳥取県西部地域での森林病害虫によるナラ枯被害が大き
な問題となっており、当署の国有林内においても被害の拡
大が確認されている。国有林内での被害木調査は葉に変
色が生じる８月上旬から継続的に現地調査を行い、１０月
中旬にはすでに1,500本を超える大量の被害木を確認して
いる(前年度 終被害本数652本)。国有林内の被害木につ
いては被害の拡大防止のため、伐倒、くん蒸処理等を行う
こととしているが、早期に処理を開始しなければ、被害が更
に拡大し地域環境への影響も懸念されるため、緊急の随
意契約とした。

平成28年度 -

3

平成27年度　那珂川沿岸農業水利事
業(二期）那珂川揚水機場ポンプ設備
据付工事
茨城県水戸市飯富町地内
平成27年10月1日から平成28年3月18
日
機械器具設置工事

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局那珂川沿
岸農業水利事業
所長　渡辺　博
之

茨城県水戸市中
河内町960-1

平成27年10月1日
株式会社電業社
機械製作所営業
本部

東京都大田区大
森北1-5-1

予決令第
102条の4
第4号ｲ（有
利随意契
約）

25,077,600 24,840,000 99.0% -

　本工事は、平成24年度から平成26年度に施工した「那珂
川揚水機場ポンプ設備製作据付その1工事」において製作
したポンプ設備の据付を行うものである。
　前工事と本工事の施工者が異なる場合は、瑕疵担保責
任の範囲が不明確になる等、製作と据付が密接不可分な
関係にあるため、製作から据付まで一貫した施工技術が必
要とされる工事であり、前工事の施工者と契約することが、
安全･円滑かつ適切な施工が確保できるため。
(補足）前工事は、建屋工事(別件）の遅延により、ポンプの
製作のみとした。

平成28年度 -

4

紋別海岸施設災害復旧調査業務
（北海道紋別市元紋別）
平成27年10月14日～平成27年10月27
日
（建設コンサルタント（紋別海岸施設の
改修の設計業務））

分任支出負担行
為担当官
網走西部森林管
理署西紋別支署
長
小田嶋聡之

北海道紋別郡滝
上町字滝ノ上原
野3線北1

平成27年10月13日
国土防災技術北
海道株式会社

北海道札幌市中
央区北3条東3丁
目1-30

会計法第
29条の3第
4項（緊急
随意契約）

1,092,960 1,080,000 98.8% -
平成27年10月2日の波浪により、護岸施設が一部流出する
被害が発生し、近隣施設への影響を与える恐れがあること
から、早急に復旧させる必要があった。

平成28年度 -

5

忠福林道(忠福)災害復旧計画測量･設
計業務その2
(北海道北見市端野町)
平成27年10月29日～平成27年11月12
日
(建設コンサルタント(災害復旧計画測
量・設計業務））

分任支出負担行
為担当官
網走中部森林管
理署長
秋岡陽一郎

北海道常呂郡置
戸町字置戸398
－99

平成27年10月28日
株式会社北海道
森林土木コンサ
ルタント

北海道札幌市中
央区北4条東2丁
目8-6

会計法第
29条の3第
4項（緊急
随意契約）

1,426,680 1,339,200 93.8% -

平成27年10月8日に集中豪雨が発生し、多大な施設被害
を及ぼしたところである。当該路線については、下流域で
民地の畑に隣接しており、崩壊土砂が畑に流入する恐れ
があることから、早急に復旧に係る調査を実施する必要が
あったため。

平成28年度 -
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6

幌岩林道災害復旧計画測量･設計業
務
(北海道常呂郡佐呂間町)
平成27年10月29日～平成27年11月12
日
(建設コンサルタント(災害復旧計画測
量・設計業務））

分任支出負担行
為担当官
網走中部森林管
理署長
秋岡陽一郎

北海道常呂郡置
戸町字置戸398
－99

平成27年10月28日
株式会社北海道
森林土木コンサ
ルタント

北海道札幌市中
央区北4条東2丁
目8-6

会計法第
29条の3第
4項（緊急
随意契約）

1,141,560 1,058,400 92.7% -

平成27年10月8日に集中豪雨が発生し、多大な施設被害
を及ぼしたところである。当該路線については、下流域の
境界沿いが民地の畑と接しており、崩壊土砂が畑に流入
する恐れがあることから、早急に復旧に係る調査を実施す
る必要があったため。

平成28年度 -

7

忠福林道(忠福)災害復旧計画測量･設
計業務その1
(北海道北見市端野町)
平成27年10月29日～平成27年11月12
日
(建設コンサルタント(災害復旧計画測
量・設計業務））

分任支出負担行
為担当官
網走中部森林管
理署長
秋岡陽一郎

北海道常呂郡置
戸町字置戸398
－99

平成27年10月28日
株式会社北海道
森林土木コンサ
ルタント

北海道札幌市中
央区北4条東2丁
目8-6

会計法第
29条の3第
4項（緊急
随意契約）

1,062,720 1,004,400 94.5% -

平成27年10月8日に集中豪雨が発生し、多大な施設被害
を及ぼしたところである。当該路線については、下流域で
民地の畑に隣接しており、崩壊土砂が畑に流入する恐れ
があることから、早急に復旧に係る調査を実施する必要が
あったため。

平成28年度 -

8

鉱山の沢林道災害復旧計画測量･設
計業務
(北海道常呂郡佐呂間町)
平成27年10月29日～平成27年11月12
日
(建設コンサルタント(災害復旧計画測
量・設計業務））

分任支出負担行
為担当官
網走中部森林管
理署長
秋岡陽一郎

北海道常呂郡置
戸町字置戸398
－99

平成27年10月28日
株式会社森林テ
クニクス 札幌支
店

北海道北見市幸
町2丁目1-28

会計法第
29条の3第
4項（緊急
随意契約）

1,923,480 1,836,000 95.4% -

平成27年10月8日に集中豪雨が発生し、多大な施設被害
を及ぼしたところである。当該路線については、隣接する河
川に土砂が流入すると下流の漁港に被害を及ぼす恐れが
あることから、早急に復旧に係る調査を実施する必要が
あったため。

平成28年度 -

9

迫川地区治山工事
(宮城県栗原市栗駒沼倉西沼ヶ森地
内）
平成27年10月2日～平成27年10月30
日
(土木一式工事（大型土のう製作・設置
120袋))

分任支出負担行
為担当官
宮城北部森林管
理署長
春日智

宮城県大崎市古
川東町5-32

平成27年10月1日 株式会社笹原組
宮城県大崎市古
川李埣字道祖神
4-2

会計法第
29条の3第
4項（緊急
随意契約）

4,067,280 3,996,000 98.2% -

平成27年9月10日から11日にかけて通過した台風17号によ
る集中豪雨の影響により、洞万西沼ヶ森地区にて土砂流
出等に伴う被害が発生しており、今後の降雨等により保全
対象等に被害を及ぼす危険性が高く、早急に対応策を講じ
る必要があるため

平成28年度 -

10

入山沢復旧治山工事
（栃木県日光市）
平成27年10月3日～平成27年11月10
日
（土木一式工事（大型土のう工230袋ほ
か））

分任支出負担行
為担当官
日光森林管理署
長
井上康

栃木県日光市土
沢1473-1

平成27年10月2日
中村土建株式会
社

栃木県宇都宮市
大曽4-10-19

会計法第
29条の3第
4項（緊急
随意契約）

3,548,880 3,402,000 95.8% -
平成27年9月の関東・東北豪雨により日光市中三依地区で
土砂流出が発生し、対策工事を実施しないと人家等に被害
拡大の恐れがあり、緊急に契約しなければならないため。

平成28年度 -

11

三国林道外災害調査、設計業務
（神奈川県足柄上郡山北町）
平成27年10月13日～平成27年10月28
日
(建設コンサルタント(林道)一式)

分任支出負担行
為担当官
東京神奈川森林
管理署長
齋藤均

神奈川県平塚市
立野町38-2

平成27年10月9日
株式会社森林調
査設計事務所

東京都江戸川区
篠崎町1-20-4

会計法第
29条の3第
4項（緊急
随意契約）

2,557,440 2,484,000 97.1% -

台風18号（平成27年9月10～11日）の集中豪雨により被災
した林道は、当該被災箇所の奥で実施されている神奈川
県による有害鳥獣駆除事業及び東京電力の送電線鉄塔
保守点検用に利用されていることから、緊急に復旧するた
めの調査を実施する必要があるため。

平成28年度 -

12

西荒川林道外6災害復旧調査業務
（栃木県塩谷郡塩谷町）
平成27年10月14日～平成27年12月9
日
(建設コンサルタント(林道)一式)

分任支出負担行
為担当官
塩那森林管理署
長
高木鉄哉

栃木県大田原市
宇田川1787-15

平成27年10月13日
株式会社森林調
査設計事務所

東京都江戸川区
篠崎町1-20-4

会計法第
29条の3第
4項（緊急
随意契約）

4,679,640 4,309,200 92.0% -

平成27年9月台風18号に伴う集中豪雨により被災した林道
は、民間の簡易水道施設の維持管理等に利用されている
ことから、緊急に復旧するための調査を実施する必要があ
るため。

平成28年度 -
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13

手倉森林道外2災害復旧調査業務
（福島県相馬市）
平成27年10月19日～平成27年11月20
日
(建設コンサルタント(林道)一式)

分任支出負担行
為担当官
磐城森林管理署
長
中澤文彦

福島県いわき市
四倉町字東2-
170-1

平成27年10月19日
株式会社藤建技
術設計センター

福島県東白川郡
棚倉町棚倉字中
居野65

会計法第
29条の3第
4項（緊急
随意契約）

2,171,880 2,052,000 94.4% -

台風18号（平成27年9月10～11日）の集中豪雨により林道
施設が被害を受けた。秋の台風シーズンを迎え、対策工事
を実施しないと下流域へ土砂流出などの被害を及ぼす恐
れがあることから、緊急に復旧するための調査を実施する
必要があるため。

平成28年度 -

14
ミカンコミバエ防除用単剤誘殺板（地上
防除用）売買契約

分任支出負担行
為担当官門司植
物防疫所長
田中　安彦

福岡県北九州市
門司区西海岸1-
3-10

平成27年11月26日
サンケイ化学株
式会社

鹿児島県鹿児島
市南栄2-9

会計法第
29条の3第
4項（緊急
随意契約）

- 3,704,400 - -

屋久島地域において11月20日実施した侵入警戒調査で新
たに害虫ミカンコミバエの飛来が確認されたことから、被害
発生状況及び早期根絶のため、屋久島地域全域に19,000
枚の防除用単剤誘殺板散布が決定された。当初、実施細
目の改正による実施区域の拡大が予定されており、誘殺
が確認された地点周辺への散布分5,000枚を植物防疫所
で、残り14,000枚を鹿児島県側で分担して11月30日までに
散布することとなった。しかし、植物防疫所分の5,000枚の
調達契約が完了した11月24日以降屋久島地域での誘殺が
拡大し、実施細目の改正による「緊急防除」への切り替えも
間に合わず、鹿児島県の補助金での対応ができないた
め、残りの14,000枚も植物防疫所側で調達することとなっ
た。一般競争による調達のための時間も無く、また期限内
の納品に対応できる業者も一社しかいなかったことから、
会計法第29条の3第4項（緊急随意契約）による随意契約を
行った。

平成28年度 -

15
危険木除去作業
(除去作業一式)

分任支出負担行
為担当官
福岡森林管理署
長
西林寺隆

福岡県福岡市早
良区百道1-16-
29

平成27年11月6日
筑豊林業有限会
社

福岡県嘉麻市牛
隈193-12

会計法第
29条の3第
4項（緊急
随意契約）

- 1,495,800 - -

平成27年8月25日に九州地方に襲来した台風15号により、
民家敷地に隣接している国有林の立木（広葉樹）が民有地
側に傾いていたところであるが、10月25日の強風で倒れ
た。これにより、民家の車庫の一部が押し潰され自家用車
を出せない状況となる等、当該民家居住者の通勤をはじ
め、生活に多大な支障が発生したことから、早急に風倒木
等を処理する必要があった。

平成28年度 -

16

庄内あさひ農地保全事業　排水トンネ
ル（その２）工事
山形県鶴岡市大網地内
平成27年11月5日～平成28年3月25日
土木一式工事

支出負担行為担
当官東北農政局
長　豊田　育郎

宮城県仙台市青
葉区本町3-3-1

平成27年11月4日
株式会社フジタ
東北支店

宮城県仙台市青
葉区国分町2-
14-18

予決令第
102条の4
第4号ｲ（有
利随意契
約）

228,484,800 228,420,000 99.9% -

排水トンネル工は地すべりの発生要因となっている地下水
位を低下させるための工事である。
本工事は前工事の排水トンネルを延伸する工事であり、軌
道や電力架線、配水管などの仮設備整備をトンネルの掘
削を進めながら実施するものであり、本工事を前工事の施
工業者に施工させた方が、工期の短縮、経費の節減、安
全・円滑かつ適切な施工が確保でき有利と認められるた
め。

平成28年度 -

17

新庄山災害復旧工事
（広島県広島市西区　新庄山国有林）
H27.11.27～H28.3.15
（土木一式工事（山腹工））

分任支出負担行
為担当官
広島森林管理署
長
冨田　幸一

広島県広島市
中区吉島東3-2-
51

平成27年11月26日
株式会社 日浦
組

広島県廿日市市
津田1029

会計法第
29条の3第
4項（緊急
随意契約）

116,325,720 107,784,000 92.6% -

　当該工事は、平成26年8月の広島市での豪雨災害による
復旧工事（山腹工）であり、地元との事前調整において当
初の設計どおりだと資材搬入路（既設道を一部利用）沿い
の建造物等への工事による影響が危惧されたため、この
資材搬入路の設計の見直し（別ルートによる資材搬入）を
地元との調整を重ね計画を変更することとなり、この調整
や資材搬入路の線形の決定に相当な期間を要した。
　当該地域は災害直後に落石対策等の応急的な措置や一
部では工事施工しているものの、全体的に見ると現在でも
二次災害を引き起こす恐れが高く、早期の対策が必要とさ
れる地域であることから、緊急の随意契約とした。

平成28年度 -
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18
危険木剪定処理事業請負
延長約230m

分任支出負担行
為担当官
岩手北部森林管
理署長
鈴木勝之

岩手県八幡平市
荒屋新町41-8

平成27年12月1日
株式会社北岩手
電工

岩手県八幡平市
平舘第9地割290

会計法第
29条の3第
4項（緊急
随意契約）

1,594,080 1,458,000 91.4% -

「市道いこいの森線」は交通量が多く、住民の主要な生活
道であるが、この市道に隣接する松森山国有林から木の
枝や幹の一部が市道側に張り出しており落下する恐れが
あるとの理由で、八幡平市長より平成27年11月17日付けで
早急な処理についての要望書の提出があった。
現地を確認したところ、市道に張り出した幹に亀裂があるも
のや枯木・枯枝が多数混在しており、強風や積雪により折
損する恐れがあることから、本格的な積雪期を迎える前に
緊急に処理する必要があるため。

平成28年度 -

19

平成２７年度大和紀伊平野農業水利
事業（二期）
大和平野団体営北葛城工区第１号幹
線市場神楽線その３改修工事
奈良県大和高田市築山地内
平成２７年１２月５日～平成２８年２月２
日
土木一式工事

分任支出負担行
為担当官近畿農
政局大和紀伊平
野農業水利事務
所長宮﨑且

奈良県橿原市城
殿町459

平成27年12月4日 株式会社石田組
奈良県大和高田
市市場４３０－７

予決令第
102条の4
第4号ｲ（有
利随意契
約）

16,156,800 15,832,800 97.9% -

　本工事は、既設下水道設備と維持管理の観点から一体
の構造物となるような構築を求められている工事であり、
施工者が異なる場合には、事故等におけるかし担保責任
の範囲が不明確となる等の関係から一貫した施工管理が
必要とされる。
　既に市における下水道設備に関する工事は発注され、関
係する本工事も早急な施工が必要とされており、また、施
工に当たっては現下水道施設の構造を熟知し、現場条件
に精通している現に市発注工事施工中の工事業者が 適
と判断されるため。
　なお、市からの使用許可条件からも施工可能な工事業者
が限定されており競争を許さない。

平成28年度 -

20

塚巡宿舎アスベスト除去工事
宮崎県串間市
平成27年12月25日～平成28年1月29
日
(アスベスト除去一式)

分任支出負担行
為担当官
宮崎南部森林管
理署長
石神智生

宮崎県日南市飫
肥5-3-45

平成27年12月24日
有限会社髙橋建
設

宮崎県日南市北
郷町大字郷之原
甲540-1

予決令第
102条の4
第4号ﾛ（有
利随意契
約）

7,782,480 7,649,910 98.2% -

平成27年10月16日契約した「塚巡宿舎解体撤去工事及び
地下埋設物調査」の解体事前準備中に、宿舎1階天井部分
に吹付アスベストが施工されていることが判明したことか
ら、そのアスベストを除去するため本工事が必要となったも
のである。解体工事を契約履行中の請負者が当該工事現
場に所有している資機材等をアスベスト処理に使用するこ
とが効率的かつ経済的であり、また、安全に適切な施工が
確保できるため。

平成28年度 -


